
訴訟を扱っていたものですから，裁判官退官後

も知的財産の仕事を中心に弁護士・弁理士とし

ての活動，それから東京大学の特任教授として

の仕事，三足のわらじではありませんけれども，

そんな仕事をやっております。

（裁判所とはどんな所か）

【司会】どうもありがとうございました。早

速お伺いしたいんですが，我々は特許庁という

のは非常に身近な官庁ではあるんですけれど

も，裁判所というのは非常に遠いところでして，

大体基本的なところからわからないものですか

ら，裁判所というのが一体どういうところで，

現状というのは一体どういうものかということ

をちょっとお教えいただきたいんですが。

【長沢】裁判所というと，非常にかた苦しい

イメージがあるんですけれども，私は裁判所と

いうのは比較的開かれたところだなと。例えば

法廷にしましても公開ですので，どなたがふら

っと来られて傍聴しても構わないという原則が

ありますので，建物に入るときも一々身分証明

書を見せて，どこへ来訪するか確認してとか，

そういう手続はございませんので，そういう点

では非常に開放されていると。小学生の子供さ

んとか中学生，高校生の学生さんの見学なども
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回　答　者：長 沢 幸 男＊

司会・質問：日本弁理士会　パテント編集委員会１）

日本知的財産協会　会誌広報委員会２）

「パテント誌と知財管理誌が，同じインタビ

ューをそれぞれ編集して掲載することにより，

その内容を立体的に読者に伝える」との企画の

もと，裁判，裁判所，裁判官等について，裁判

官経験者である長沢先生にお話を伺った。

（略歴紹介）

【司会】それでは早速始めさせていただきま

す。まず長沢先生のほう，簡単な略歴をお願い

したいんですが。

【長沢】私は大学は東京大学の法学部を卒業

しまして，司法試験に合格したものですから，

司法研修所に入りまして，２年間研修をいたし

ました。当時は２年間の司法修習でした。その

後判事，検事，弁護士のどちらに進もうかとい

うことを若干迷ってはいたんですけれども，裁

判官になりたいという希望が強くて，判事補に

応募して，任命を受けることができました。判

事補を10年，その後，判事を10年，裁判官を通

算20年やりまして，一昨年退官いたしました。

20年の裁判官生活のうち，後のほうの13年ち

ょっと東京地裁の知的財産部，それから最高裁

判所の調査官室の知的財産事件担当，その後，

東京高裁の知的財産部ということで，知的財産

2 ．インタビュー

1 ．はじめに

座 談 会

パテント誌・知財管理誌　合同インタビュー
――長沢元東京高裁判事に聞く――
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よくありますし，あるいは国内や外国のいろい

ろな方がお客様として来られることもあるとい

うことで，そういう点では開かれていると。

非常に近寄りづらいイメージがあるというの

は，やはり事件の性質がなかなか重苦しいもの

があると。できればそういうものに巻き込まれ

たくないという心理を持つというのは皆様，ど

なたも共通だろうと。さらに法廷の雰囲気とい

うのが訴訟法に基づいて厳格に行われておりま

すし，特に刑事事件ですと，非常に雰囲気が重

苦しいということがあって，またテレビドラマ

などで，そういう刑事事件のドラマが放映され

ることが多いということがあって，実際よりは

相当かた苦しくて，重苦しくて，厳格な雰囲気

がイメージとして醸成されているなという感じ

はあります。

【司会】ちなみに見学に行くとしたら，いつ

ごろがよろしいんでしょうか。

【長沢】ただ法廷を傍聴するだけでしたら，

いつでも裁判所に行って，今はどういう事件を

やっているかということが受付にありますの

で，そこで調べて傍聴するということができる

ようになっております。

あと，それ以外にもただ法廷を傍聴するだけ

じゃなくて，裁判所の職員の人から説明を受け

たりという見学コースはあらかじめ申し込み制

になっておりまして，申し込みをして，その上

で見学をするということもできます。

あとは例えば，弁理士会さんであるとか，知

財協会さんが裁判所のこういう人たちと懇談を

したいというようなことがありましたら，所定

の手続を経て，意見交換の機会を求めるという

ようなことも手続的に可能ですし，一部行われ

ております。

【司会】その際に職員の方が何か不親切とい

うことがございませんでしょうか。

【長沢】広報に当たる職員は，そういうお客

様にご説明するというのが仕事なので，非常に

人当たりがいい，そういう訓練を受けておりま

すけれども，問題は事件で出頭したときの書記

官，それから裁判官が親切かどうかというのが

問題になりますが，これは私の正直な感想では

個人差が非常に大きいです。非常に親切な書記

官から，それほど親切ではない書記官のばらつ

きが非常に大きい。それから裁判官にしても非

常に丁寧な対応をする裁判官もいますし，逆に

非常に高圧的と思えるような裁判官もいます

し，これは個人差が大きいような感じがいたし

ます。

【司会】比率としてはやはり高圧的な方が多

いのではないでしょうか。そんなことはないで

すか。

【長沢】多分，事件の種類によって，刑事事

件はやはり相当，一般の感覚からすると，高圧

的，強権的と見えてしまうでしょうね。あと非

常に進行に困難を感じるような，厳しい行政事

件，労働事件というものになりますと，どうし

ても強い訴訟指揮をしないと，訴訟が前に進ま

ないということがあるので，これは一般に相当

強い，強権的な訴訟指揮がされると。それに比

べると，一般の民事事件というのは，それほど

裁判所がぎりぎりと訴訟指揮をしなくても，普

通に進んでいきますし，特に知的財産事件の場

合は双方当事者とも，それなりの訴訟に対する

マインドが醸成されている当事者なので，いろ

いろな種類の訴訟の中でも，最も円滑に進行す

る部類の訴訟じゃないかと私は考えています。

（裁判官の担当分野）

【司会】そういった中で，裁判所の中で，比

較的円滑に進むということですけれども，そう

すると裁判官はどういうふうな方が割り当てら

れて，どういう訴訟指揮を望んでいるのが普通

なんでしょうか。

【長沢】裁判官もやはり適材適所ということ

がありまして，事件の種類が刑事事件，行政事
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件，民事事件，あとは家庭裁判所の家事事件，

少年事件と，いろいろバラエティーに富んでお

りますので，それぞれの裁判官の適性に応じて，

それぞれの裁判官に合った部門に配属するとい

うことをできるだけやろうとしているわけです。

ただ，後で話が出ると思うんですけれども，

専門に特定の種類の事件を扱っているセクショ

ンというのは，裁判所において決して多くはな

いということで，大多数は一般民事，刑事，あ

るいは家事，少年部門になっていまして，それ

ほど専門の部門が多いわけではないと。そうす

ると，適材適所といってもどの程度可能なのか

という，制度的な問題はあります。

【司会】では，それほど適材適所が配分され

ないこともあると。ただ，一応知的財産に関連

するのにふさわしい人が割り当てられるという

ことは努力されているということでよろしいん

でしょうか。

【長沢】どの程度努力するかというのは，結

局，全体の制度との兼ね合いなんですね。裁判

所全体の中に占める知的財産事件の割合という

のは，件数にすると，多分0.1％ぐらいだと思

うんです。ですので，裁判所の中では非常に数

としては少ない。事件が重たいですから，通常

よりも多くの裁判官が配置されているし，あと

事件の特殊性によって，調査官が配属されてい

るということで，普通の事件を扱っている部署

よりも人員としては手厚くなっているというこ

とはありますけれども，転勤がございますので，

そうすると，通常に転勤したのでは，知的財産

部に配属され，知的財産事件を担当するという

可能性は一般の裁判官にとっては極めて確率と

しては低い。

ですから，そういう制度の中で，知的財産に

関しては適材適所というのはかなり難しい面が

あると。民事，刑事ということになれば，比較

的民事が向いている，刑事が向いている，家庭

裁判所が向いているというのは配慮しやすいで

すけれども，専門事件について，その専門事件

の適性に合った裁判官を配属するというのは，

一般に難しいですし，特に事件数の少ない知的

財産事件の場合は，制度上の限界があるだろう

と思います。

【司会】どうもありがとうございました。

（裁判官の教育）

【質問者】今，お話しいただいた中で裁判官

の担当に関して，裁判所の中でどのような教育

がなされて，どのような経験を積んだ方が知的

財産担当となってゆくのか，そのあたりの事情

を教えていただけますか。

【長沢】まず，裁判官の教育ですけれども，

基本的には裁判官は判事補も含めて，任命を受

けたときから，独立官職ということで，自分の

権限において裁判をすると。要するに上司の指

示を受けないという立場にあるわけなんです。

ですから，基本的には自己研鑚。特定の部に配

属されると，そこには裁判長と，それから先輩

の裁判官がいるわけで，そういう裁判官と一緒

に仕事をする中で，いわゆるオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニングということで，仕事を通じて，

仕事を処理するのに必要な問題を研鑚するとい

うのが基本です。

体系的に行われる教育研修プログラムとして

は，裁判官になって１年目，３年目，６年目，

10年目というあたりに全国の同期の裁判官が集

まって集合研修をやります。ただこれは長くて

も10日間程度です。

あと留学希望者につきましては，外国語につ

いての能力をテストした上で，短い人で３カ月，

それから長い場合には２年間，外国の研究機関

や裁判所で研修をする，長期在外研修という制

度があります。これはやはり予算に限りがある

関係で，人数に限りがありまして，試験に合格

しなければ行くことはできないという点で，裁

判官全員がそういう研修を受けられるものでは
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ない。

そのほかに，裁判官は世間知らずだというよ

うなことを言われてきたのを契機に，例えば民

間企業に出向させて研修させると。これは多分，

知財協さんにも随分お世話になっていると思い

ますけれども，そういうことをしたり，あと行

政庁に出向したり，そういうことで，今度始ま

ります，法律事務所に出向させるというような

こともさせて，いろいろ幅広い見識を持つよう

にということで，研鑚制度に努めています。

ただ，私が20年裁判官をやって，私は海外留

学もさせてもらいましたし，民間企業に１年間

出向もさせていただいたんですけれど，やはり

裁判所に属したまま，長い職業生活から見れば，

非常に短期間，外部の機関に出向しても，ほん

とうのところはなかなかわからないです。

私が裁判官を退官して，弁理士，弁護士の仕

事をする中で，企業の皆様方とか，あるいは弁

理士の皆様方と一緒に仕事をさせていただくよ

うになって，やっぱり20年間，狭い裁判所の世

界の中で仕事をしていたなということは，日々

実感する毎日です。ですので，研修はもちろん

しないよりしたほうがいいんですけれども，研

修したから，それで広い見識を持ち，立派な裁

判官に生まれ変わったというようなことがあり

得ないのは常識的にわかりますね。

（心証形成）

【質問者】教育について最初にお伺いしたの

は，心証形成について興味があったからでして，

今までは，裁判所の中で何か教育があって，そ

の影響で考え方というものが形成されてくるの

ではないかと勝手に想像していました。裁判官

が審理判断する時の心証形成について更にお聞

きしたいのですが，心証を形成する重要な要因

として，どのようなものがあるのでしょうか。

【長沢】これという一つのものはないと思っ

ていただいたほうがいいです。大きく２つのア

プローチがありまして，事件全体を大づかみに

把握して，その事件の落ちつきどころを見つけ

るというところからアプローチするのが１つ。

それからもう一つは証拠の細かい内容を一つ一

つ調べて，それを積み重ねていって，一定の結

論にたどり着くという，最初はどっちに行くか

わからないということで，細かい証拠の検討を

するというアプローチと２つ，大きくアプロー

チがあると思うんです。

それで，これは必ずしも相反するアプローチ

ではなくて，私の場合ですけれど，必ず両方の

アプローチから１つの事件を検討するというこ

とをやりました。全体を大づかみにとらえて，

ここが落ちつきどころということがあっても，

その後，細かい証拠の検討をして，同じ方向へ

行って，同じ結論に至れば，ああ，やっぱりこ

れでいいんだということがわかる。

それから逆に，事件によっては大づかみでき

るほど把握が容易でない事件の場合は，やはり

細かい証拠を一つ一つ詰めていかざるを得ない

んです。細かい証拠を詰めていって，その積み

重ねで，ある一定の結論に理論的に到達したと

いう場合に，その時点では相当事件の全容を把

握することができていますから，その把握した

全容に基づいて，落ちつきはこの辺だろうとい

う，その落ちつきどころに，私が証拠の積み重

ねで到達したところが一致するかどうかを検証

するという事件もあります。これは事件の全体

的把握が容易な事件と難しい事件とでアプロー

チが，私の場合はやはり違うということです。

もう一つ気をつけていただきたいのは，裁判

官によって，全体的な把握，事案の落ちつきと

いうのを非常に重視する裁判官から，細かい証

拠の詰めを重視する裁判官まで，ある程度ぶれ

があるんです。ですから，私が弁護士をやるよ

うになってから気をつけているのは，この裁判

官の発想は一体どちらを重視するのだろうかと

いうことです。もちろん両方に目配りする必要
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があるんですけれども，比較的全体的な印象を

最初から前に出す場合と，細かい法律上の論点

を詰めていく作業を前に押し出す事件とを分け

ます。

あと，これは意識していただきたいと思うん

ですが，裁判官というのは一体どういう能力に

ついて，訓練を受け，たけているかということ

を考えていただきたいんですけど，大多数は大

学で法学を勉強し，司法試験を受験して，司法

修習生として今は１年半ですけれども，実務研

修を受けて，それで裁判官になっているわけで

す。

裁判官の教育でどういうものがありますかと

いうことについては，先ほど申しましたとおり，

担当する事件を処理するための法律問題を自己

研鑚するというのが基本ですから，そうすると，

法律問題については非常に専門家であるという

ことは言えると思うんです。ただ事実認定につ

いては，すべての種類の事件について系統立っ

た教育を受けてはおりません。裁判官が比較的

多く扱う種類の事件，一般民事事件，刑事事件，

家事事件，少年事件，こういう事件はとにかく

数多く扱うことによって，経験を積んで，なれ

てくるということで，仕事を通じて，相当程度

専門性を獲得することができるということが言

えるだろうと思います。

ただ，裁判官がめったに担当することがない

特殊事件，専門事件については，経験が乏しい

わけですね。その乏しい種類の事件について，

的確に事実認定をするというのは決して裁判官

にとって容易なことではないんです。

だから，知的財産事件が最も数が少ないとい

う点で，習熟するのが難しいということはある

と思いますけれども，それ以外にも特殊な倒産

事件，例えば会社更生事件なんか特に特殊です

けれども，そういう事件であるとか，あるいは

医療過誤の事件であるとか，あるいは建築物の

建築瑕疵の訴訟であるとか，そういうものにつ

いては，医療過誤があったかどうか，建築物に

瑕疵があるのかどうか，これを裁判官が自力で

理解するというのは至難のわざなんです。

私はたまたま，こういう専門事件も担当して

いたことがあるものですから，わかるんですけ

れども，そういう専門的な知識・知見を要する

事件については，一般的に裁判官は事実認定の

専門家であるとは言えないと思っています。

【質問者】先ほど，２つのアプローチがある

と教えていただきましたが，実際に知的財産の

訴訟といっても，特許や商標などさまざまな事

件がありますが，やはり同じようなアプローチ

が行われると考えてよろしいのでしょうか。

【長沢】まず特許実用新案の事件と，それ以

外の知財事件をちょっと分けますと，特許実用

新案についてはやはり細かく検討しないと，全

体的な把握から入るというのはなかなか難しい

です。少なくとも，本件発明についての明細書

を読んで，それから侵害訴訟でしたら，イ号製

品の構成について細かく見てという作業をしな

ければ全体把握というのは無理。それをしなく

てももう，一見してわかるというのはよっぽど

非侵害が明らかか，侵害が明らかということで

しょうけれども，普通はそういう細かいアプロ

ーチから入ります。

意匠・商標はどうしても全体的把握から入る

ことが多いです。「あ，似ているじゃない」と

か，「これは似ていないじゃないか」とか，そ

ういうところからどうしても入っていく傾向が

あると思います。ただ，それはちょっと危険な

んです。私は意匠・商標だから，全体的把握か

らというのについては，いささか警鐘を鳴らし

たいと思っています。

事件の種類によって分ければ，そんなふうに

分けられるのではないかと思います。

【質問者】ありがとうございます。

（事実認定と裁判官の技術理解）
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【司会】事実認定で，こちらで裁判官の理解

を容易にさせるための努力としては，どういう

ことが考えられますか。

【長沢】まず先ほど述べました，裁判官が専

門的な事実関係について，必ずしも事実認定の

プロとは言いがたいということを念頭に，わか

りやすい主張・立証に心がけていただくという

ことが大切だろうと思います。こんなことは裁

判官なんだから説明しなくても当然わかってい

るという感覚でお話をされることが裁判官時代

に多かったんですが，私が持っていた科学技術

に関する知識というのは，自分で振り返ってみ

ますと，事件当事者の方々が見ていたレベルよ

りも相当下だったと思います。もちろん，その

ギャップを埋めるために調査官という制度があ

るわけですけれども，私自身はやはり科学技術

に関する知識はそんなに高度なものを持ってい

たわけではないです。

ですから，やはり裁判官にわからせる，その

ためのわかりやすい主張・立証というのが非常

に必要だと。つまり，企業の特許担当の皆様で

あるとか，あるいは弁理士の皆様の同じ目線で

裁判官と議論されても，それは通じないという

ことなんです。

じゃ，どうするか。裁判官に直接訴えかける

ならば，やはりわかりやすい主張・立証。ほん

とうに高度な技術になると，それは難しいです。

相当程度，正確性を犠牲にしないと，わかりや

すく説明できない。その場合は，裁判所に調査

官がおりますので，調査官には少なくともきち

んと正確に理解してもらう。調査官から裁判官

に伝えてもらうような策を考えなければいけな

いということです。

【司会】裁判官の技術レベルというのは，

我々はちょっとわからないところがあるんです

けれども，大学受験ぐらいだと思えばよろしい

でしょうか。皆さん，どうでしょう。

【長沢】大学受験のときに，私大の法学部を

受験した場合には，高校で勉強した数学，理科

の知識というのはほとんど残っていないですよ

ね。高校でやったことは忘れ，大学では理科系

の科目をとらず，ひたすら法律の勉強をして裁

判官なり，一般民事事件，刑事事件を処理して

５年，10年，15年，20年たって，初めて知的財

産部知財高裁の裁判官として着任をして，その

裁判官が特許訴訟を担当することがあるという

のが今の制度です。そうすると，そういう裁判

官にどの程度の科学技術の知識を期待すること

ができるか，それは非常にわかりやすい，想像

しやすいと思うんです。

大学で技術の学位を持っているか持っていな

いかということの基準で，テクニカルバックグ

ラウンドがある，ないということを言うんです

けれど，私は国立大学を卒業しているから，一

応大学受験で一生懸命，物理とか化学とか勉強

しましたし，数学も勉強しましたので，今でも，

高校の教科書を読んでみると，高校卒業レベル

の知識で相当程度役に立つんですね。

あと，それにプラス，この特許事件で必要な

知識を双方当事者から主張・立証してもらっ

て，それを調査官から説明してもらってという

ことなので，相当程度できるし，あるいは私が

今，特許訴訟の代理人で予備知識をもう一回思

い出すという場合に，結構，高校の教科書から

もう一度見直したり，そんなことをしているん

ですけれども，高校で勉強した物理・化学の知

識があれば，その上で専門家から説明を受けれ

ば，相当程度わかるなという感じがするんです。

だから，テクニカルバックグラウンド，理工系

の学位がある，ないということだけで，わかる，

わからないという議論をするというのは必ずし

も当たっていないだろうと。

そうすると，逆に裁判官になって15年，20年

たって初めて特許事件を担当する裁判官でも，

その気になれば，高校時代の教科書から勉強し

直して，必要なら中学時代から勉強し直して，
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相当程度知識を得て，そこまで自分を引っ張り

上げて，それから双方当事者から主張・立証が

あった技術事項を調査官から説明を受ければ，

判断するのに必要なレベルにまでは到達できる

というふうに私は思っています。

ただ，そこまでやるだけの時間的なゆとりが

裁判官にあるかということ，これが深刻なんで

す。裁判官が非常に多くの事件を抱えているの

で，１つの事件にかけられる時間が限られてい

て，そうすると，技術について限られた時間内

で理解し，判断をしなければいけないと，そこ

に問題があるなという感じがいたします。

（調査官制度）

【司会】ありがとうございました。心証形成

には，今の事実認定が非常に大事なんですけれ

ども，ほかにもいろいろ影響するものがあると

思うんですね。

【質問者】先ほど先生が言われた裁判官の技

術理解なのですが，我々企業側として，今度知

財高裁ができたということで，知財高裁裁判官

の特許制度下の進歩性の技術理解度は，他の高

裁裁判官より高いのではないかなという期待が

あるんです。

それで，今，調査官のことを言われましたが，

技術理解できないときは調査官の判断を100％

採用されるのかなということがあります。技術

裁判というのは原告も被告も自分の考えている

ことを信じて，それに専門の先生の解釈とかそ

ういうことを出してやるのですが，その非常に

高い技術を法的に裁判される中で，調査官の判

断，それから技術理解度というのがいかように

なっているかということを教えていただきたい

のです。

【長沢】調査官がどういう人の中から採用さ

れているかはご存じでしょうか。

【質問者】特許庁の審査官です。

【長沢】はい。特許庁の審査審判を15年から

20年担当した人を調査官として採用する。ある

いは弁理士として15年から20年の経験がある方

を採用するということをしていますが，裁判所

は調査官の担当技術分野を電気・化学・機械の

３分野にしか分けていないんです。非常に大ざ

っぱなんですね。すると，すぐにおわかりのよ

うに，例えば無機化学を専門にやってきた調査

官がバイオの事件を担当したりするわけなんで

す。だから，調査官の専門性というのをあまり

高くお考えいただくと，必ずしもそうではない

ということがあります。

調査官の主たる役割は，双方当事者から提出

された主張・立証関係を自分なりにかみ砕いて

裁判官に説明をするというのが最も要求される

能力なんです。その調査官が全部その技術分野

の知識を持っていて，その技術分野の知識に基

づいて何かを判断するということができるよう

な状況でないことは，今の私のご説明でおわか

りいただけたと思うんです。そんなことができ

るほど調査官の専門性が生かせるような制度に

なっていないということです。それを補うもの

として，今度専門委員の制度ができて，専門委

員に関しては，まさに当該技術分野が専門の専

門委員を任命するということで，さらに専門性

を高めようということになったわけです。

特許訴訟といえども民事訴訟，行政訴訟で証

拠裁判主義の大原則がありますから，証拠とし

て提出されていないものに基づいて事実認定し

てはいけないわけです。ですから，調査官が自

分でいろいろな文献をサーチして，それに基づ

いて裁判官が事実認定をするというイメージは

全くの間違いです。あくまでも当事者双方から

提出された証拠に基づいて事実認定はする。た

だ裁判官が生の技術文献や公報を見たのではよ

くわからないから，調査官がわかりやすく説明

するというイメージでお考えいただけるといい

と思うんです。

それで調査官から説明を受けて，それでも裁
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判官がわからないということになった場合に

は，当事者に，この点について裁判所は理解で

きないと言って，どういうことなのかを双方当

事者に聞かなきゃいけないですね。それについ

て双方当事者がさらに証拠を出す，あるいは主

張を追加して，裁判所を理解させるということ

をやるのが訴訟法の規定している手続です。裁

判官がわからないのに，調査官がこう言ってい

るから，これをうのみにするということをやっ

たら，それは民事訴訟法上不適法な認定になり

ますので，それはやっちゃいけないことです。

【司会】ほんとうにやっていないんですか。

これはオフレコでもいいんですけど。

【長沢】それは私はやっていないと認識して

います。ただ，客観的な意味では理解不十分で

も，主観的に裁判官がわかった気になっている

ということはあり得ると思うんです。ハイテク

技術を隅から隅まで全部理解しなければ裁判で

きないかというと，そんなことはないし，細か

いところはわからないながらも，正しい判決が

できるレベルまで裁判官は理解すればいいわけ

なので，そこまで到達すれば，判決することが

できる。調査官から説明を受けて，なるほどそ

ういうことかということで納得をしたと。それ

がほんとうは十分な理解ではなかったという場

合があるかもしれないです。そうすると，結果

的に見ると，裁判官はわかっていないのに，調

査官の意見をうのみにして判決をしてしまった

として，調査官判決だという批判につながって

くるということはあるのかもしれないです。

【司会】わかりました。ありがとうございま

した。

それは審決取消訴訟でも，地裁の侵害訴訟で

も全く同じような比率なんでしょうか。やっぱ

り専門性というと，取消訴訟のほうが高いよう

に思われるんですけれども。どちらかというと，

調査官の意見が色濃く反映されるのは取消訴訟

のほうかなとも思うんですけれども，その点は

いかがでしょう。

【長沢】私が地裁と高裁と両方担当した経験

からすると，やはり高裁の審決取消訴訟のほう

が，裁判官の立場からすると専門性が高い，特

殊性が高いと思います。だからその分，調査官

の役割が大きいんじゃないかと言われれば，そ

のとおりだと思います。ですので，高裁の審決

取消訴訟では，特に調査官の重要性というのを

当事者の立場からよく理解した上で，訴訟に対

する対応を考える必要があると思います。

【司会】すみませんでした。侵害訴訟と取消

訴訟の違いといいますか，雰囲気とか，いろい

ろ審理の違いとかということがちょっと私はわ

からないんですけれども，その点について言及

していただけませんでしょうか。

【長沢】今，審決取消訴訟のほうが訴訟類型

の中で専門性，特殊性が侵害訴訟に比べて高い。

そういう事実があるだろうと。それに伴って調

査官の重要性も高裁のほうが高いだろうと申し

ました。それに応じて審理の方法がやはり違っ

ています。というのは高裁の手続は原則として

調査官が立ち会うようになっていますし，それ

から調査官の裁判官に対する調査報告も地裁に

比べると，手厚いということが言えます。

地裁の場合は，手続に調査官が立ち会わない

ということが結構多いです。調査報告も今は変

わったかもしれませんけれども，少なくとも私

が裁判所にいたころは，高裁に比べるとはるか

に調査報告は簡潔だったです。そこは地裁と高

裁における調査官の果たす役割の違いによっ

て，審理の方式も違うということになっている

と思います。

（準備書面と心証形成）

【質問者】それでは，先ほどの心証形成の話

なんですが，例えば準備書面の出し方が一方の

当事者は熱心だけど，一方はちょっと熱心じゃ

ないとか，あと訴訟代理人が一方のほうがちょ
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っと知名度が高いとかいったことというのは，

その心証形成に幾ばくかの影響というのはない

ものなんでしょうか。

【長沢】まず準備書面も，それから証拠も一

番適した時期に出す，適時提出主義というのが

民事訴訟法にも規定がありますけど，一番適し

た時期に出すというのが基本的なポリシーで

す。だから，出せる証拠があるのにあえて出さ

ないというのは，よほどの作戦があってのとき

で，普通は訴訟の最後の段階で重要な証拠がい

きなり出てくるなんていうのは不自然なんで

す。だから，そういう証拠は証明力がないとい

って，裁判所によってはねられる可能性が高い

から，重要な証拠はやはり原則早く出すという

ことをやります。

それから主張関係でも，何でこんな終結間際

になってこの主張が出てくるのという主張が後

から出てくると，やはり不自然なんです。早く

出ていれば，別に不自然じゃないという場合で

すけれども，そういう非常におくれて出てくる

ような主張については，やはり信用性が乏しい

ということになるので，これはやはりきちんと

した時期に主張し，証拠を出すということを私

は心がけています。それは当然，裁判官の心証

に影響を与える。理由は今申し上げたとおりで

す。

それから弁護士の名前ですけれど，事件が配

転されてきますと，地裁の裁判官だったら，ま

ず何を見るかといったら，原告の代理人がだれ

か，弁護士先生，弁理士先生はだれがついてい

るかというのがやっぱり気になりますよね。真

っ先に見ます。それから高裁にいると控訴代理

人，被控訴代理人はだれがついていて，それか

ら一審判決をだれが書いたか，これはものすご

く気になるんです。だからどうしてもまず，そ

れから見てしまいます。

じゃ，それで結論が何か決まるのかというと，

それはないです。やはり結論を出すときには冒

頭のほうでも申しましたように，事案全体の大

づかみの落ちつきと，それから個々の細かい証

拠の積み重ね，これで結論を出さないと，まさ

か判決理由で，「原告代理人は非常に著名な弁

護士であり」なんて書いたって，そんなものば

かにされるだけですから，そんなことは絶対書

けない。

そうすると，判決には書かなくたって，裁判

官の心証に影響を与えるんじゃないかというこ

とがちょっと疑問に思われるかもしれないんで

すけれど，引きずられている人が全然いないと

いう証明はできませんが，私の経験で言えば，

著名な弁護士先生の事件でポカが出ることがあ

るんですよ。多分，若い先生から応援を頼まれ

て，チェックをしているんだけど，基本的に自

分の事件とは違って，チェックがちょっと甘か

ったということなのかもしれないですけど，非

常に有名な先生が代理人をされている事件で，

ミスがあったというのはあります。だから代理

人の名前で安心してしまってはいけないという

のは，私は心がけていました。

それから地裁の裁判官でも著名な裁判官とそ

うでない裁判官といます。じゃあ，著名な裁判

官だったら，高裁は維持してくれるのかという

と，決してそんなことはないです。私が地裁の

非常に有名な裁判官の判決を破ったなんていう

のは，日常茶飯事でありましたし，有名な裁判

官と控訴されて破られない裁判官とは同じ人と

は限りません。いわゆる有名な裁判官だからと

いって，必ずその裁判官の判決が維持されると

は限らない。

それからちょっと話が戻りますけど，有名な

弁護士さんだからといってミスがないとは限ら

ないと申しました。ただ，やはり有名な弁護士

さんは有名になるだけの理由が何かあるんで

す。やはりきちんとした仕事をして，依頼者の

企業の方々や，あるいは弁理士の先生方から，

あの弁護士はきちんと仕事をすると，親身にな
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って仕事をしてくれると，やはりそういう点か

ら有名な弁護士になっていくということがある

だろうと。別の理由で有名になっているという

弁護士もいますけれども，きちんと仕事をした

ことが評価されて，有名になっていくというこ

とも当然あるということで，そういう場合は，

有名だというのは原因ではなくて，いい仕事を

して，きちんと主張・立証活動をして，いい結

果を生んだ，いい判決になった。その結果とし

て有名になってきたと。原因と結果がその意味

では逆ということなのかなと思っています。

【質問者】ありがとうございました。

（補佐人・共同訴訟代理人）

【司会】代理人の話が出ましたけれども，

我々弁理士は共同訴訟代理人として参加できた

り，補佐人として参加できたりするんですけど，

後々鑑定に及んできたりすることもありますけ

れども，大体補佐人として共同訴訟代理人とか，

鑑定人とか，意味があるんでしょうかね。

【長沢】すみません，鑑定は除いておきまし

て，弁理士の先生方が関与する場合，弁護士の

いない補佐人だけという訴訟もあり得ないわけ

ではないですが，それはめったにないから，補

佐人あるいは共同訴訟代理人として関与される

場合には，弁護士の先生もついているわけです

ね。だから，何か訴訟活動で間違ったりすれば，

それは弁護士の先生のほうの責任なので，別に

弁理士の先生方の問題ではないと。

問題は単独代理ができる，審決取消訴訟なん

です。単独代理の審決取消訴訟はぜひとも心が

けて訴訟活動に臨んでいただきたいと思いま

す。というのは，弁護士の場合は到底考えられ

ないようなことがたまに弁理士単独代理の事件

の場合に起こっているということがあるので，

それはお気をつけいただく必要があるだろうと

思うんです。

そういうことがあると，弁護士の立場から，

やっぱり弁理士単独代理は無理だと言われるこ

とになりますので，その審決取消訴訟の単独代

理はぜひとも心して臨んでいただくことがいい

んじゃないかと思っています。

【司会】具体的に信じられないようなことっ

て，どんなことがあるんでしょうか。

【長沢】一番信じられなかったのは，出頭さ

れた代理人の弁理士の先生が事案の内容をほと

んど把握されていなかったということです。そ

れは非常に驚きました。

あとそれから，準備書面でご主張になってい

ることが，ほぼ全く理解不能な内容で，これは

技術内容がわからないのではなくて，日本語と

して意味不明というのが，これも驚くべきこと

です。こういう例は少ないんですけれど，ただ

わずかでもこういうことがあると，「だから弁

理士単独代理は」と言われる理由になっちゃい

ますので，それはやはり限りなくゼロに近づけ

ていただきたいという感じがするわけなんです。

この２つの極端な例まではいかないものの，

それに近い要素が弁理士単独代理の事件では

時々見られるということなんです。

（知財高裁）

【質問者】次に知財高裁についてお聞きした

いと思います。

知財高裁ができて，企業側としてはかなり期

待している部分があるのですけど，知財高裁設

立に対して，地裁とか高裁の現職の裁判官につ

いては，どんな意見をお持ちだったのでしょう

か。

あと知財高裁が結局，東京高裁の支部になっ

たわけですけれども，そのいきさつについても

お聞きしたいのですが。

【長沢】知財高裁を設立すべきだという意見

が出てから，裁判所内部はどのように考えてい

たかというと，知財高裁設立の必要はないとい

う意見がやはり圧倒的に多数だったです。とい

14 知　財　管　理　Vol. 56 No. 1 2006

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



うのは，東京地裁にも東京高裁にも知的財産の

専門部がありまして，それは昭和20年代からあ

るわけなんですけれど，知的財産事件はそこで

専門的に審理をしてきたと。調査官制度も早い

段階からできていた。それをなぜ，知的財産高

等裁判所というものをつくらなければいけない

のか，その理由がわからない。つくったところ

で，別に当時の東京高裁知的財産部と一体何が

違うんだということで，裁判所内では改革の必

要性には非常に疑問の声が高かったです。

【質問者】そういったことも伝え聞いていま

したので，知財高裁ができたいきさつについて

お聞きしたいと思ったんです。

【長沢】知財高裁を設立すべきだという要求

は裁判所外から出てきているので，裁判所外で

設立すべきだというご主張をされた方々のそう

いうお考えが，高裁支部としての知財高裁がで

きた理由です。ただ，独立した知財高裁ではな

くて，東京高裁支部として知財高裁ができたと

いうのは，やはり独立した高等裁判所を１つつ

くるということは，予算や人の手当てで負担が

非常に大きいわけなんです。

例えば知財高裁を１つつくるために，高裁を

１つ廃止するということを主張された方がい

て，高松高裁を広島高裁と統合するという案。

そのかわりに独立した高裁としての知財高裁を

つくるという案が出されて，これだと予算的に

大丈夫なんじゃないかということも言われたん

ですけど，ただそれにしても，独立した高裁を

１つつくるということになりますと，今の東京

高裁の建物の中につくるというのは不可能で，

じゃ，どこにつくるんですかと。霞が関界隈に

はとてもありませんよね。そうすると，特許庁

から離れ過ぎていて，むしろ使い勝手が悪いん

じゃないですかとか，いろいろそういう議論が

あって，そうすると，今の建物の中につくると

したら，ちょっと独立した高裁は無理だと。

あと高松高裁を廃止するのは四国地方の法曹

界から非常に強い反発があったし，いろいろな

状況があって，その結果，高裁支部としての知

財高裁ができたという結果だと私は思います。

支部になったのは，知財訴訟の専門性云々が決

定的だったのではなくて，やはり予算とか，そ

の他の状況の結果だと思います。

知財高裁になって専門性がどうなったかとい

うことなんですけれども，まだ設立されて半年

もたっていない状況ですので，そんなに専門性

が飛躍的に向上するというのは，ないものねだ

りだろうと思っています。これから，どのよう

に専門性を高めていくことができるのか。それ

は知的財産高等裁判所なり，その上級庁である

東京高裁，最高裁の努力いかんにかかっている

だろうと。これから専門性を築いていけるかど

うかが決まるんだろうと思います。

【司会】どうもありがとうございました。

（産業政策と法解釈）

【質問者】知的財産法の解釈について，お伺

いさせて頂きたいのですが，知的財産法は産業

政策法ということがと思うのですけれども，そ

うしますと，その解釈には，一般私法の場合と

異なって，単純に権利義務の存否の判断だけで

なくて，政策判断も含まれてくることになるの

かなと思いまして，そこで行われているのは果

たして純粋な法の解釈なのか，それとも立法に

近いものなのかというのが微妙になってくるの

ではないかという印象を抱いておるのですけれ

ども，そのあたりのことに対して，長沢先生は

どういったスタンスのもとで，裁判に臨まれて

いたのかということをお聞かせいただけません

でしょうか。

【長沢】政策判断の余地が一番大きいのは行

政法関係だと思うんです。裁判所で言えば行政

訴訟だろうと思うんですけれど，その場合に，

政策判断をどのように法解釈に反映させるかと

いうことは，一般的には私の専門ではありませ
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んけれども，法解釈の前提となる社会的事実に

基づき，一定の政策判断をするわけですね。

私も行政事件を扱ったこともありますけれ

ど，それに比べると，特許訴訟は審決取消訴訟

も侵害訴訟も，ほかの知財訴訟もそうですけれ

ども，政策判断の余地というのはほとんどない

です。例えば，最近，産業政策が独占的な方向

に動いているから，特許の数を減らすため意図

的に権利を無効にしなければいけないというよ

うなことは，審決取消訴訟の場合に全く考えな

いです。それとか侵害訴訟の場合に，特許権が

強いと，独占が進むからよくないとか，逆に発

明をもっと奨励しないといけないから，特許権

の範囲を広くしようとか，あるいは均等論の範

囲を広くしようとか，そういう考慮というのは

裁判官が個々の判決をするときには，まず考え

ないです。その事件でどういう主張・立証がさ

れているかというのがほぼすべてです。事件全

体を見渡して，プロパテント政策にしようとか，

そういうことは裁判官は考えないです。

まして，これは残念なことですけれど，外国

企業だから負けたんだろうということを言われ

ることがあるんです。少なくとも日本の裁判所

は外国企業に対する偏見であるとか，日本企業

に対する優遇というのは全くないです。これは

知財協会さんとすればがっかりかもしれないん

ですけど，ほんとうにそうなんですね。

だから，非常に純粋に，その事件で判断しな

ければいけない事実と法解釈の問題，それに日

本の裁判官は集中していますよ。それは視野が

狭いのかもしれないですけれど，ただ目の前に

ある事件をとにかく一生懸命考えて判断する

と。一生懸命調べてというのが日本の裁判官で

す。

結果として，例えば数年前から審決取消訴訟

で特許庁が有効と判断した審決がばたばたと高

裁で無効になって，一体何なんですかと。東京

高裁が一定の政策的な意図があってやっている

んですかということを何度も聞かれましたけ

ど，そんなことは全然ないです。もっと全く別

の原因なんです。

それから職務発明の相当対価の請求訴訟で，

金額がぼんと上がったり，また下がったりとか，

いろいろ言われていて，これも裁判所の政策判

断だろうとか，あるいは最高裁から何か指示が

飛んだんじゃないかとか，そういううわさもあ

りますけど，これは私，何度も講演で話してい

ることなんですけど，今の日本の裁判所で，裁

判所の所長であるとか，最高裁が何らかの指示

はもちろんのこと，示唆をすることもないんで

す。

というのは，かつてそのように受け取られて，

大きな社会問題になった時代がありましたの

で，同じような過ちを繰り返さないということ

で，個々の裁判の内容について，ほかの裁判官

に何か指示をする，示唆をするということは非

常に警戒的になっています。ですから職務発明

訴訟の認容額が大きく上下したことも，何らか

の政策判断でそうなったものではなくて，たま

たま一審の裁判官と高裁の裁判官で判断が違っ

たということでしかないんですね。

ですから，裁判所は司法行政の面では一体性

を保たなければいけないということで，いろい

ろ上級庁からの指示というのがありますけど，

個々の裁判については何らかの圧力が加わって

どうこうとか，何らかの政策判断を優先したた

めに，傾向がこう変わってというものではない

です。

特に最高裁は司法行政部門と裁判部門が分か

れていますので，司法行政部門が何か仮に高等

裁判所や地方裁判所に示唆をしたとしても，最

高裁判所の裁判部門がどう判断するかというの

はわからないわけです。私は最高裁調査官とし

て，最高裁判所の裁判部門で５年間仕事をしま

したからわかりますけど，最高裁の裁判部門は

それこそ最終審，最上級審として，変な圧力と
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いうのは受けないですから，そうすると下級審

の裁判官も最高裁がどういう判断をするだろう

かということは，判例を尊重せよという一般原

則から判断します。そのためには最高裁の判例

あるいは高裁の判例もそうですけど，判例を読

むことが大切なのであって，政策判断を一生懸

命学ぶということとは違うんです。

【司会】わかりました。

（職務発明判決）

【質問者】職務発明のお話が出ましたので，

ご質問させていただきたいと思うんですけれど

も，基本的に第一審と第二審の判断は担当する

裁判官の判断が違ったというお話ですけれど

も，それにしても，あまりに開きがあると。と

いうのは，予測がかなり難しいのではないかと

いうお話があるかと思いますけれども，その点

に関してはいかがでしょうか。

【長沢】今はまだ相当対価について計算手法

は最高裁で判例が出ていない状況にありますの

で，早く判例で一定の計算手法を判示して，そ

れで早く相当対価額の算定手法を統一してほし

いと。それによって，予見可能性，裁判の予測

可能性を高めるということをしてほしいと思い

ます。

ただ，日亜化学の事件に関しては，あれは一

審と高裁は事実認定が全く違うんです。発明さ

れた当時，その企業がどういう状況で，どうい

う技術水準にあったかという，その認定が全く

正反対になってしまえば，それは結論も全く正

反対になってしまうということで，それは事実

認定を裁判所がやるということからする不可避

的な現象で，そういう事実認定で予見ができな

いのは，困ったことだというと，じゃ，どのよ

うに認定するのが制度として望ましいのかとい

うことが問題です。陪審員がいいんですか，あ

るいは専門家の参審員がいいんですかと，いろ

いろ外国でとられている制度がありますけれ

ど，必ず何らかの問題点を抱えているというこ

となので，さらに日本の訴訟制度も改善をして

いくということが必要だろうと思うんです。

（裁判官のやりがい）

【質問者】人それぞれかもしれませんが，長

沢先生は当時，裁判官のやりがいをどのように

お考えでしたか。

【長沢】これが裁判官のやりがいという，そ

んなことをお話しするのもちょっと僣越なんで

すけれども，弁護士・弁理士になってから感じ

ることなんですが，やはり弁理士・弁護士は最

終決定権はないんですね。裁判官が裁判するん

ですね。ですから，それによって企業が例えば

特許訴訟だったら，一部門から完全撤退しなけ

ればいけないということになったりするわけで

す。その判決の重みというのは非常に大きいも

のがあります。ですから，そういう点では裁判

官として，最終的に１つの事件において判断を

するということは非常に重要な仕事だし，裁判

官としてはやはりそういう一つ一つの事件を裁

判することに生きがいを感じてほしいなと思い

ます。多くの裁判官は実際，そういうことでや

りがいを感じているんだろうと思います。

あと，判例を形成するということができるの

は裁判官しかいないわけです。判例というのは

法的拘束力はないと言われますけれど，実際は

後の裁判について非常に大きな影響力を持って

いるし，特に最高裁判例というのは，もう立法

と同じか，それ以上の重要な役割を果たしてい

ますので。私は幸いなことに５年間，最高裁で

最高裁判例づくりのお手伝いをさせていただい

た。調査官の職務自体がそうですし，それから

最高裁の最高裁判事６名で構成されている判例

委員会という組織がありまして，そこで最高裁

の公式判例集である民集・刑集の判例選択とそ

の事項要旨をつくるという作業をやるんですけ

ど，その幹事もさせていただいて，その判例形
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成の役割というのが非常に重要だなということ

を感じました。

ですから，もちろん立法機関，行政機関にお

いても法創造ということは行われるわけですけ

ど，やはり裁判所における判例という形での法

創造というのは非常に重要だという点でやりが

いを感じていました。

あと，そういう法創造という側面では，やは

り問題になっている法律問題について，十分に

検討して，いろいろな文献なり先行する裁判例

を検討して，いろいろ分析をして，そのために

いろいろ関連する論文を書く機会もありました

し，そういう点でも非常によかったなと思って

おります。

ただ，今の裁判官の執務状況というのは非常

に過酷なものがありまして，例えば北は北海道

稚内から，南は沖縄の石垣島まで裁判所があり

まして，３年ごとに転勤しなければいけない。

ほんとうに九州から北海道に転勤とか，決して

まれではないんです。そういうことがあるし，

それから裁判官の給料が幾らというのは申しま

せんけれども，多分一般的に想像されているよ

りもはるかに安い給料で働いているし，なおか

つ事件の負担は非常に重いんです。

知財高裁の裁判官１人が何件事件を抱えてい

るか。多分，50件じゃきかないです。きょう現

在で，ある裁判官が何件知財事件を担当してい

るかといったら，50件は確実に今でもあると思

います。私が一昨年，知財高裁にいたときには，

大体150件ぐらい担当していましたし，非常に

事件の負担が重くて，だから当然，夜中まで仕

事をするし，土日もなかなか休みをとれないと

いう状況にあるんです。日本の裁判を充実する

ためには，まず裁判官の今の過酷な勤務条件を

もっと楽にして，その分，自己研鑚の時間と余

裕，あるいは１つの事件に対して，もっとじっ

くり取り組めるだけの時間があったらいいなと

思います。裁判官をしていた当時は，私は切実

にそういう問題を感じました。

【質問者】ありがとうございます。

（裁判官のタイプ）

【質問者】先ほどの２つのアプローチに関し

てですが，各地裁や高裁のそれぞれの裁判官が，

どちらのアプローチで審理判断されているのか

は，判決文を読めば多少なりとも解るのでしょ

うか。

【長沢】それはわかりません。最終的に行き

着くところは，大体同じようなところに行き着

くのが多いんです。ただ，右側に走り出しちゃ

った裁判所を一生懸命左側に方向転換させると

いうのは，弁護士としては大変な苦労じゃない

ですか。だから，それをやらされるぐらいだっ

たら，最初から左に走ってもらえるように，第

一印象をよくしようと思いますね。

でき上がった判決は別にそんなに違いはない

ですけど，ただ大づかみを重視する裁判官とい

うのは，私から見れば，ちょっと結果に予見可

能性が乏しいかなと。ぶれが大きいかなという

感じはします。細かく詰めていく裁判官のほう

がどちらかといえば，安定しているんです。た

だ安定している裁判官に限って，なかなか判決

が出ないというデメリットはあります。当たり

前のことなのかもしれないです。

（心証開示・和解勧試への対応）

【質問者】私どもが当事者にならないと詳細

がわからないとものとして，裁判上の和解があ

ると思います。この裁判上の和解に関して，裁

判官の心証形成など，そういう点で何かお話が

あればお聞かせ願えないでしょうか。

【長沢】年々，裁判上の和解が積極的に活用

されるようになってきています。それに伴って，

裁判所が心証を開示して和解を勧めるというこ

とも年々増えております。そのときの心証形成

なんですけれど，当事者代理人の立場からすれ
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ば，それはその企業さんの立場からもそうなん

ですけど，その裁判官がどのぐらい詰めて検討

した上で心証を形成しているかということを確

認することがまず第一に必要です。まだほんと

うに暫定的なざっくりした印象にすぎないなら

ば，その心証開示に従う必要性は低い。だけど，

最後の最後，あとはいつでも判決できますよと

いう状態になってから心証開示を受けたときに

は，もう和解をけったらこの内容で判決される

という前提で考えなければいけないということ

です。

それからもう一つは，心証開示と和解勧試の

内容が納得できるものなのか，我慢できるもの

なのか，あるいは我慢できないものなのか。そ

れをしっかり社内で検討していただいて，ここ

までは納得できるけど，これから先だったら控

訴だという，はっきりとした方針を立てていた

だかないと，裁判官は説得を続けますから，例

えば支払う側だったら，いつまでたっても，ま

だ増額できますか，まだですかとどんどん，和

解金額が増えていくとか，そういうことになり

かねないですから，そこははっきりと方針を決

めておく必要があると思います。

【質問者】ありがとうございます。

（準備書面・チームワーク）

【質問者】長沢先生が裁判官として事件に関

与したときに，どのようにお感じになったかと

いうことをお聞きしたいのですが，当事者であ

る会社の方がいらっしゃって，代理人として弁

護士と，それから弁理士のいわばチームを組ん

で訴訟活動を行っていく中で，裁判官の方から

見て，このようなチームが三者一体となってう

まく機能した準備書面となっていると思われる

書面というのはどういうものでしたか。また，

質の高い準備書面を作成する上で，弁理士がど

のように機能するのがいいだろうというか，何

かそういう典型的ないい事例がありましたら，

教えていただきたいと思います。

【長沢】私は裁判官の当時は，準備書面は全

部弁護士が一から構想を練って，書いて，提出

しているものだとばかり思っていました（笑）。

それで弁護士の仕事を始めて，必ずしもそうじ

ゃないということが初めてわかったので，多分，

現職の裁判官も準備書面は全部，一から弁護士

が起案していると思っていますよ。ですからチ

ームワークがとれている，とれていないという

ことは念頭にないです。チームワークでやって

いるとは思っていないです。企業の担当者の方，

弁理士さん，弁護士さんと，実はチームなんで

すね。ところが裁判官は弁護士しか見ていない

です。

私も今になれば実感としてわかるんですけ

ど，ある事件で非常に微妙な心証開示だったも

のですから，ちょっと弁護士先生だけ残ってく

ださいと。弁理士の先生と企業の方はちょっと

退室してくださいと言って，微妙な話を始めた

ら，弁護士の先生が「いや，ちょっとその手の

話は困ります。この事件は私のお客様じゃなく

て，弁理士のだれだれ先生のお客様の事件だか

ら，私に言われても，私の立場として困ります」

と言われたんです。

実は，私はそのころはまだ判事補だったし，

「え，何のことだろう」とわからなかったんで

す。だって，あなたは弁護士でしょう。だから

一番難しい微妙な話をするんだったら，弁護士

であるあなたに話をするのは当然じゃないか

と。これは私が思っただけで，弁護士さんには

言っていませんが，そう思ったんですよ。

それから十五，六年たった今，あの言葉の重

みがよくわかります。私は今だったら，弁理士

の先生のお客様の事件を私がお手伝いさせてい

ただいているときに，弁理士の先生を外して，

私だけ微妙な話で裁判官とやりとりなんていう

のはできませんよね。もちろん，もっと対処の

仕方はあると思うんですよ。聞くだけ聞いてお
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いて，後でよく弁理士の先生と検討するとか，

そういうのはあるとは思うんですけど，その先

生は「いや，立場上困りますから，弁理士の先

生を入れてください」ということを言われたし，

最後は和解をけられたんですよ。私が一生懸命

考えた和解条項だったんですけど，けられちゃ

って，そのときに，「弁理士の先生がこれでは

だめだということなので，私としては和解を受

けられません」と言われたので，「あなたは弁

護士でしょう」と思ったんですけど，今ならそ

の発想はよくわかります。

あるいは弁護士さんから，「いや，依頼者が

納得してくれないものですから」と言われて和

解を拒否され，裁判官の当時は「そんなこと言

ったって，説得してくださいよ」と思いました

けど，今になると，依頼者を説得するって大変

だなということが実感としてわかります。お客

様は神様ですよ，やっぱり。知財協さん，お世

話になっています。ほんとうに逆らえないです

から（笑）。

だから裁判官にはチームワークという感覚は

ないです。

【司会】それは困ったものですね。

（外国判決の影響）

【質問者】もう一点お聞きしたいことがある

のですが，世界的にいろいろな国で同じ案件が

同時期に争われることも多いかと思います。そ

ういうケースで，例えばヨーロッパなりアメリ

カなりで，最初に判決が出た場合に，他国での

判決の内容というのは，裁判官の心証形成に影

響するのかということをお聞かせ頂ければと思

います。

【長沢】一般的にはないです。というのは，

その対応特許のクレームがどうかということ

で，全く同じというのは私はほとんど見ません

ね。大体何か違っているんですよ。もちろん，

その違っている部分が結論に影響しているかど

うか，細かく外国判決を検討していけばいいん

ですけど，なかなかそこまでやる気にならない

ということはあります。

ただ，外国の判決が非常に重視される場合と

いうのがあって，それはその事件の準拠法が例

えばアメリカ法ですという場合に，その法律問

題についてアメリカ法の判例がどうなってい

る。準拠法が例えばフランス法だったときに，

その論点についてフランス法がどうなっている

という，その外国判決は非常に強い影響力があ

ります。私も現にそういう判例を引いて，外国

法の論点について判決をしたということがあり

ます。準拠法自体が日本法じゃなくて，その国

の法律ですから，それは強い影響力があります

し，そういう場合にはやはり細かく外国判決を

読まないといけないですね。

【司会】そういった意味では，ほんとうは完

全な属地主義なんですね。

【長沢】いや，そんなことはないですよ。属

地主義じゃないです。フランス法が準拠法だと

いう事件は，トラブルが起こったのは日本なん

ですけど，契約問題だったので，日本法じゃな

くて，契約の準拠法でフランス法になったとい

うだけの話で，特許だと属地主義ってあるじゃ

ないですか。だけど，だんだんと国際的な特許

紛争が増えてくると，外国法の解釈が問題にな

る場合がますます増えてくると思うし，私も現

に自分の扱っている事件でだんだん外国法の率

が高くなっている感じがします。弁理士の先生

方とか，企業の皆様は昔からそういうことはち

ゃんと国際的に活動されているので，今さらと

いう感じなんでしょうけど，私としては日々感

動していますけどね。

【司会】いやいや。裁判所が全部見ていると

いう前提で，１つの国のものを全部ほかの国に

適用するという，そういった会社もありますけ

れども，それと裁判所のほうではあまり見てい

なくて，実質的に，結果的に属地主義になって
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いるというのは，あまり不思議はなかっただけ

の話でして。わかりました。

（仮処分）

【質問者】企業の立場として，特許侵害訴訟

で，自分のところは侵害していないと信じて，

その物を製造しているということがあるかと思

います。それで地裁の段階でもし，侵害と言わ

れてしまった場合でも，後に高裁でひっくり返

ることが十分考えられますが，そのときに差し

止め請求の仮処分執行命令で，製造禁止と言わ

れてしまうということなどはないんでしょうか。

【長沢】あるんですよ。実はそれは大問題な

んですよね。判決の場合は，一審で負けても，

仮執行宣言がついてなければ，確定するまで執

行はされません。仮執行宣言がついていても，

執行停止の申立てをして，一審の場合は大体認

められますから，そうすると，保証金を積めば，

執行はされないんです。だけど，仮処分で差止

めの仮処分命令が出ると，執行されるんですね。

だから，工場一つ止まっちゃうという話に現に

なるわけです。

高裁でひっくり返るかもしれないのに，地裁

でそんなもの出すのかと言われると，出しちゃ

うわけなんです。というのは，高裁でひっくり

返るかもしれないと思い始めると，もう悩んじ

ゃって，判決文が書けないですよ。よく刑事裁

判で死刑にするか無期懲役にするか悩んで，判

決できないとかいう話を聞かれると思います。

それは非常に極端に難しい問題だろうと思うん

ですけど，そこまで行かなくても，やっぱり判

決するということになると，民事で自白が成立

している事件はともかくとして，厳しく両当事

者が争っていて，どっちもそれなりに言い分に

理由があるなという事件だと判決するのに迷い

ますよ。迷っていると，いつまでたっても判決

できなくて，あとの事件がどんどんたまってい

って，処理し切れなくなりますからね。だから，

やはり処理しないといけないんです。

そのためにはやっぱり自分が決断する。決断

するためには自分の決断を信じるということが

ないと，決断できないですから，それを裁判官

として５年，10年，そこまで行かなくても，や

っているうちにやっぱり決断力って身につくん

です。弁理士・弁護士をずうっとやってきた先

生と，私と違いがあるとすれば，やはり決断力

ですね。自分で責任をとるという決断ができな

いと，判決が書けないです。だから，判決する

ときには自信を持って判決するんですね。絶対

に破れることなんかあり得ないぞという気概で

判決をするんです。

だから，仮処分だって，こんなもの高裁で破

れるはずがないという確信を持って仮処分を出

しますから，工場１つ止めることに裁判官は抵

抗がないです。これは企業さんとしては非常に

重要な情報ですから，ぜひ頭に入れていただけ

るといいですが，仮処分命令でも判決でも，裁

判官は自分がした判決の影響がいかに大きい

か，気にしませんから（笑）。

これも私，20年の裁判官経験の間，全然わか

らなかったんですよ。だから，別に今の裁判官

がどうだじゃなくて，私も含めて，裁判官とい

うのはそういうものです。弁護士になって初め

て，刑事弁護の活動をするようになりました。

自分がかつて発布した逮捕状，勾留状のために，

被疑者，被告人が留置場とか拘置所に入れられ

ていて，弁護士が１時間かけて何度も会いに行

って，刑事事件の準備をしなきゃいけないんだ

とか，家族に会えなくてこういう支障が生じる

んだということを，刑事弁護をやるようになっ

て初めて実感として知りました。それまでは，

裁判官として刑事事件を担当したとき，１日に

10通も15通も逮捕状や拘留状をどんどん発布し

ていたわけです。それがどういう影響を与える

かということは，ほとんど意識せずに，逮捕状

発布の要件があるかないか。それだけに集中し
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ていた。

だから，特許だって，この仮処分命令を出し

たら，こんなに大きな工場が操業停止になって，

これだけの損害をこの企業がこうむって，それ

を回復するためにどれだけ大変な苦労が要るの

か。仮にこの仮処分決定が間違っていて，２年

後にこの仮処分決定が取り消されたときに，こ

の企業は多分，もう存在していないだろうなと

か，そんなことは一切考えませんよ。もうこの

判決しかない，この決定しかないと自信を持っ

てやりますから。だから，その意味では非常に

危険です。

だからある企業さんから，何としても工場の

操業停止だけは避けたいと。そのためにどうし

たらいいだろうかという相談を受けたことがあ

りますけれども，ほんとうに非常に厳しいです

よ。

【司会】重い話ですね。

【長沢】そうなんですよ。ですから，非常に

強気で，こんなものは最後に勝てるといって，

頑張る先生もいますよね。だけど頑張って，最

後は最高裁で勝ったと，よかったと言ったとき

には，もうクライアントの会社は清算してなく

なっていたりとかいうことだってあり得るわけ

ですね。だから，ほんとうに弁理士・弁護士に

なって，最高裁で最後に勝っても何の意味もな

いという，とにかく最初，一審の段階で仮処分

が出ないことに何よりも労力を注がなきゃいけ

ないというような発想に，今ではなっています

ので，どうぞご安心ください（笑）。

（和解勧試の引き出し方）

【質問者】一審の段階で仮処分が出されたら

企業にとって致命傷になるというお話がありま

したが，これを回避するために企業としては早

期の和解を望んでいることが多いと思います。

この早期の和解，特に裁判所上の和解として留

意すべき点はあるでしょうか。

【長沢】裁判所は和解を勧めたいんです。と

いうのは，判決を書くよりも，それは和解で解

決するほうが双方当事者にとっても，裁判所に

とってもメリットがありますから，絶えず和解

を勧試したいわけなんです。だけど，なかなか

裁判所からは言いづらいというところもあるん

です。とんちんかんな時期に和解を勧めて，か

えって変なふうになっちゃいけないとか，ある

いはまだ心証が固まっていないからとか，裁判

所はいろいろ迷って，最後まで和解勧試がなか

ったという事件でも，実は裁判所は和解を勧め

たいのです。そのような場合は，和解の勧試を

してくださいと，裁判所にサインを送る必要が

あるんですね。

（両誌の評価）

【司会】ほかに何かございますでしょうか。

【質問者】知財関係の裁判官に限っていただ

いてもいいんですが，いろいろな法曹関係の雑

誌がある中で，「知財管理」誌や「パテント」

誌が読まれているのかどうか，読まれていたら，

その評判はどうかということをお聞かせ下さい。

【長沢】ほんとうに全知財担当の裁判官に

「知財管理」誌，「パテント」誌を毎月寄贈して

いただいて，裁判所というのはいいところだな

と思います。

ところが裁判官でちゃんと目次だけでも目を

通しているという人は半分よりちょっと多いぐ

らいなんです。その理由は１つは裁判官が多忙

だというところがあります。ただ，少し時間が

できると，少なくとも目次を見て，今現在，自

分が扱っている事件に関係のある論文について

はコピーをとって，その事件の手控えのところ

に挟んでおきます。すぐ読むかどうかは別にし

ても，その事件について審理しているいずれか

の段階で，必ず読んで判決を書く上で参考にし

ています。そういう点では両誌とも判例形成に

多大な貢献をしていただいているということは
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間違いないところです。

ただ，ご了解いただきたいのは結局，裁判官

は法解釈に関する論文にしか興味を持たないで

すので，それ以外の弁理士としての実務に即し

た論文であるとか，あるいは企業の知財管理に

即した論文については，それはやはり読まない

ですけれど，法解釈に関する論文については非

常に重要な文献として必ず参照しているとお考

えいただいてよろしいんじゃないかと思います。

【司会】ほかに何かございますでしょうか。

大体，もう大丈夫ですか。

ほんとうに先生，きょうはお忙しいところを

ありがとうございました。

インタビューを通じ，裁判所・裁判官の実情

に迫る貴重なお話しをお伺いすることができ

た。お時間を割いていただいた長沢先生に深く

御礼申し上げると共に，今回のインタビュー内

容が，両誌の記事を通じて少しでも立体的に読

者の皆様に伝わることを願う。

注　記

1） 出席者：押鴨涼子，正林真之，田中勲，野上晃，

吉延彰広

2） 出席者：石井純一，佐々木通孝，仲井幹夫，

森山修司，八木孝雄，山内拓

（インタビュー：2005年９月６日）

3 ．おわりに
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